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「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する

法律施行規則の一部を改正する省令案」について、令和５年９月20日から令和５年

10月19日まで御意見を募集したところ、本件に関する御意見を１件いただきました。 

お寄せいただきました本件に関する御意見と、それに対する当省の考え方につい

て、以下のとおり取りまとめましたので、公表いたします。なお、取りまとめの都合上、

頂いた御意見は適宜要約しております。 

今回、御意見をお寄せ頂きました方々のご協力に厚く御礼申し上げます。 

 

御意見等の概要 御意見等に対する考え方 

改正案のとおり、インターネット上の

標識について寸法の指定をする必要は

ないが、一方で、掲示の方法について

何ら規律しない場合、非常に小さいサイ

ズや小さい文字で記載され、閲覧者が

視認しにくい形で掲示されてしまうケー

スがあり得る。 

例えば「見やすい箇所において明瞭

に判読できるように表示する方法その

他顧客にとって容易に認識することがで

きるよう表示」することとする等、必要な

規定を置くべきである。 

 

※参考 

特定商取引に関する法律施行規則

（昭和五十一年通商産業省令第八十九

号） 

第二十四条 法第十一条本文の規定

により通信販売をする場合の商品若しく

は特定権利の販売条件又は役務の提

供条件について広告をするときは、次に

定めるところにより表示しなければなら

ない。 

一 商品の送料を表示するときは、金

額をもつて表示すること。 

改正案については、デジタル社会の

形成を図るための規制改革を推進する

ためのデジタル社会形成基本法等の一

部を改正する法律（令和５年法律第63

号）による改正後の中小事業主が行う

事業に従事する者等の労働災害等に係

る共済事業に関する法律（令和３年法

律第80号。以下「法」という。）第７条に

委任された事項です。 

 同条では、厚生労働省令で定める標

識について、 

①事務所ごとに公衆の見やすい場所に

掲示するとともに、 

②厚生労働省令で定めるところにより、

電気通信回線に接続して行う自動公衆

送信により公衆の閲覧に供しなければ

ならない 

ことが規定されています。 

 この点、公衆が認識することが可能で

ある標識を使用すべきことは同条に当

然に内在されており、公衆が認識するこ

とが困難な標識を使用した場合、同条

の義務を果たしたことにはならないた

め、御意見の規定は不要と考えます。 

なお、インターネット上での掲示につ



二 商品の引渡時期若しくは権利の

移転時期又は役務の提供時期は期

間又は期限をもつて表示すること。 

三 商品若しくは特定権利の売買契

約又は役務提供契約の申込みの撤

回又は解除に関する事項（法第十

五条の三第一項ただし書に規定す

る特約がある場合には、その内容

を含む。）については、顧客にとつて

見やすい箇所において明瞭に判読

できるように表示する方法その他顧

客にとつて容易に認識することがで

きるよう表示すること。 

いては、閲覧者が十分に視認可能なも

のとするよう、周知してまいります。 

 


